
随意契約によることとした理由
小笠原二見港において、海上保安庁の巡視船の燃料を購入するも
のであるが、同港は、東京都から約1,000Km離れた離島であ
り、同島内で給油可能なう唯一の業者であり、競争を許さない。

備考

注）１　公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するととも
　　　に、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

　　２　予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

契約の相手方の氏名及び住所
小笠原島漁業協同組合
 東京都小笠原村

契約金額
（消費税及び地方消費税含む）

¥76,220,000

予定価格
（消費税及び地方消費税含む）

－

随　意　契　約　結　果　書

物品等の名称及び数量 軽油（免税）買入（小笠原・単価契約）

契約担当官等の氏名並びに所属す
る部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　第三管区海上保安本部長
羽山　登志哉
第三管区海上保安本部
神奈川県横浜市中区北仲通５－５７

契約締結日 2023年4月3日


